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【容器包装リサイクル制度の成果】
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出典：環境省「日本の廃棄物処理」

万トン ｇ/人日

制定

完全施行（紙、プラスチック）

改正容リ法施行一部施行（びん、缶、ペットボトル等）

１ 一般廃棄物総排出量・１人１日当たりごみ排出量

○容器包装リサイクル法の完全施行等を契機に国民の分別排出等の３Ｒ行動の進展
が、１人１日当たりごみ排出量の削減*に貢献。

*容リ法完全施行時（ピーク時）の平成12年度から25年度には19％減少。

○これに伴い、一般廃棄物総排出量も、平成12年度をピークに減少。



出典：環境省「容器包装廃棄物の使用・排出実態調査」

※四捨五入のため合計値が合わないことがある。

(1)容積比 (2)湿重量比

容器包装以外 76.4％

容器包装 23.6％

容器包装 61.0％

２ 家庭ごみ中の容器包装廃棄物の割合（平成26年度）

○家庭から排出される廃棄物のうち、容器包装廃棄物が占める割合は容積比で約
61％、湿重量比で約24％。
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残余容量（百万m3） 残余年数（年）

出典：環境省「日本の廃棄物処理」
制定

完全施行（紙、プラスチック）

改正容リ法施行一部施行（びん、缶、ペットボトル等）

３ 一般廃棄物最終処分場の状況

○容器包装の分別収集・再生利用の進展による一般廃棄物総排出量の減少に伴い、
最終処分場の残余年数は、容リ法完全施行時（平成12年度）から増加。
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％

品目
H25年度
実施割合
（％）

無色のガラス製容器 93.8

茶色のガラス製容器 93.9

その他のガラス製容器 95.0

紙製容器包装 37.0

ペットボトル 97.7

プラスチック製容器包装 75.3

（うち白色トレイ） 29.9

スチール製容器 97.0

アルミ製容器 96.4

段ボール製容器 89.3

飲料用紙製容器 74.9

○分別収集実施市町村の割合はガラス製容器、ペットボトル、スチール缶、アルミ
缶については９割を超えているが、紙製容器包装は低い割合であり、プラスチッ
ク製容器包装は近年横ばい。

４ 全市町村に対する分別収集実施市町村の割合の推移
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万トン

５ 年度別分別収集実績量
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容器リサイクル法一部施行
（ガラスびん、PETボトル等）

容器包装リサイクル法完全施行
（紙、プラスチック）

○プラスチック製容器包装（平均）は逆有償で52.3円/kg、ガラスびん（無色）は
逆有償で4.8円/kg。

○紙製容器包装は有償で9.4円/kg、ＰＥＴボトルは有償で 30.9円/kg。
（いずれも平成27年度実績）

６ 容器包装リサイクル法の対象品目の落札単価の経年推移

出典：日本容器包装リサイクル協会HP
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た場合

① 自治体が収集した

容リプラを全量自治体

が処理・処分した場合

② 容リ法に基づきリサ

イクルされた場合（現

状）

52.6 182.5
560.0 507.4 377.5

○自治体が分別収集した容器包装プラスチックを容器包装リサイクル制度に基づき
リサイクルしているものについて、CO2削減効果は年間130万トンと推計。
○分別収集参加市町村の拡大や、より効率的な分別排出、分別収集等により、更な
るCO2削減効果の積み増しのポテンシャルがある。

７ 環境負荷削減の状況

全量埋立からの
増加分

収集した容リプラを全量焼却
した場合からの削減効果

CO
2排

出
量

（
万

ト
ン

-C
O

2）

京都議定書目標達成計画
より、抜粋したエネルギー
期限二酸化炭素に関する
対策・施策の事例

事例①

地方公共団体による下
水道における省エネ・新
エネ対策の推進

2012年の

排出削減
見込み量
（万トン-
CO2）

126

事例②
クールビズ・

ウォームビズ
約100

事例③

環境に配慮した自動車
使用の推進（アイドリン
グストップなど）

157

参考事例：

*1 基準シナリオ *2 *3

*1 平成25年度の容器包装プラスチックの家庭系消費量を推計し、全量単純焼却した場合のCO2排出量から全量単純埋立した場合の差分を基準
シナリオとした。

*2 自治体の処理・処分は平成22年10月の「プラスチック製容器包装の再商品化手法及び入札制度の在り方に係る取りまとめ」の中で報告された
LCA分析時に使用された単純焼却、焼却発電、単純埋立の実施比率とCO2排出原単位を用いて算出。

*3 材料リサイクル34.6万トン、ケミカルリサイクル31.2万トン、自治体による独自処理7.9万トン （出典：容器包装リサイクル協会）をベースに平成
22年10月の「プラスチック製容器包装の再商品化手法及び入札制度の在り方に係る取りまとめ」のなかで報告されたLCA分析時に使用された材
料リサイクル及びケミカルリサイクルのCO2削減原単位を用いて算出。

130万トン

更なる
削減機会
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52.6 184.0
648.6 596.0 464.6

○参加市町村数が15％増加した場合、CO2削減効果は約160万トン/年。
○参加市町村数の増加に加え、一人当たりの分別排出量が増加した場合、CO2削減効果
は200万トン/年以上のポテンシャルがある。

全量埋立から
の増加分

収集した容リプラを全量焼却
した場合からの削減効果

CO
2排

出
量

（
万

ト
ン

-C
O

2）

容リプラの全家庭系
消費量を全量単純

焼却した場合

15％増加

160万トン

200万トン以上

130万トン

８ 更なる環境負荷削減効果の機会

*1 容リプラの分別収集自治体が増加することで回収される容リプ
ラ総量の増加分のリサイクル効果を加味した。（環境省試算）

*2 1人当たりの分別排出量が増加したと仮定して、算出
（環境省試算）

参加
市町村数 15％増加

―
一人当たり
分別排出総量 増加

*1

*2
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９ 容器包装リサイクル制度の在り方と議論の方向

分別
排出

市町村

再商品化

再商品化事業者

再商品化製品
利用事業者

原材料として
利用

マーケットのさら
なる拡大・高付

加価値化

・耐久財市場等にお
ける再生樹脂利用
の促進（需要拡大）

再商品化事業者
の生産性の向上

・優良事業者の稼働率向上
・再商品化製品の質の向上

・優先枠と一般枠の競争の
促進

収集量の拡大
ベール品質向上の促進

・参加市町村の拡大
・回収ルートの多様化

販売引渡し

消費者

・分別収集
・選別保管

特定事業者

環境配慮設計の促進
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【市町村および特定事業者の費用負担】
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回答市町村の費用実績
（百万円/年）

全国推計結果
（百万円/年）

分別収集
部門

選別保管
部門

管理部門
分別収集

部門
選別保管

部門
管理部門

分別収集
部門+選別
保管部門+
管理部門

スチール缶 16,354 6,809 4,454 18,776 8,160 5,041 31,977 
アルミ缶 12,671 3,947 3,757 14,390 4,654 4,220 23,264 

びん 18,639 20,148 4,514 21,230 23,907 5,099 50,236 
ペットボトル 22,382 9,506 4,986 25,172 11,039 5,575 41,786 

プラ容器包装 42,711 20,977 8,554 47,232 23,862 9,412 80,507 
白色トレイ 984 136 214 1,276 191 276 1,742 
紙パック 1,363 116 482 1,571 141 553 2,264 
段ボール 7,343 3,322 2,908 8,358 3,937 3,281 15,576 

紙製容器包装 1,119 685 587 1,240 816 649 2,705 
合計 123,567 65,644 30,457 139,246 76,707 34,106 250,058 

１ 市町村が負担する分別収集・選別保管費用（平成22年度実績）

分別収集・選別保管費用の全国推計結果（管理部門費を含めた場合）

出典：環境省

○平成24年度調査（平成22年度実績）の結果、市町村が負担する分別収集・選別保
管費用（管理部門含む）は2,500億円/年。
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２ 平成24年度調査と平成16年度調査の相違点

平成16年度調査 平成24年度調査

対象とする費

用

残渣の処理費・処分費を含む。（直

営選別保管費用に占める残渣処理

費・処分費の割合は数％程度）

退職金を含む

残渣の処理費・処分費を含まな

い

退職金を含まない

車両の減価償

却期間

市町村ごと平均耐用年数を使用

（パッカー車8.8年、平ボディ：9.8年）

大蔵省令を参考に、一律の期間

を使用（4年）

ブランク箇所へ

の代入

基本的にすべてのブランク箇所に回

答結果の平均値を代入。

代入率が20％以下のもののみを集

計対象とした。

管理部門の広報費用・人件費に

ついて、回答結果から代入。

分別収集委託費等の容器包装

廃棄物の割合について、回答結

果の平均値を代入。

回答のカバー

率（取扱量ベー

ス）

分別収集：34％

選別保管：37％

管理：31％

分別収集：88％

選別保管：85％

管理：89％



回答市町村の費用実績
（百万円/年）

全国推計結果
（百万円/年）

分別収集部門 選別保管部門 管理部門 分別収集部門 選別保管部門
分別収集+

選別保管+管理
部門

スチール缶 6,701 7,752 5,497 29,385 39,743 94,607

アルミ缶 5,847 4,642 4,286 20,626 20,204 58,433

びん 13,749 7,443 7,227 34,719 23,832 79,356

ペットボトル 10,480 6,117 5,767 25,754 18,239 59,567

プラ容器包装 14,713 7,954 10,208 34,016 18,796 73,229

白色トレイ 323 469 361 1,634 3,578 7,495

紙パック 587 240 451 2,882 2,240 7,771

段ボール 2,448 932 1,494 16,209 6,071 32,013

紙製容器包装 3,084 603 1,675 6,213 1,500 11,093

合計 57,932 36,151 36,967 171,437 134,203 423,565

○平成16年度調査（平成15年度実績）の結果、市町村が負担する分別収集・選別保
管費用（管理部門含む）は4240億円/年。ただし、対象としている費用、回収のカ
バー率等が異なることから、平成24年度調査と比較することは適当ではない。

３ 市町村が負担する分別収集・選別保管費用（平成15年度実績）

分別収集・選別保管費用の全国推計結果（管理部門費を含めた場合）
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15出典：（公財）日本容器包装リサイクル協会

４ 特定事業者が負担する再商品化委託料の推移

15

○平成26年度の特定事業者が負担した再商品化委託料は380億円。
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【各リサイクル法の目標設定状況】
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１ 各リサイクル法の目標

目標の範囲

家電
リサイクル法
（平成13年4月
施行）

食品
リサイクル法
（平成13年5月
施行）

建設
リサイクル法
（平成14年5月
施行）

自動車
リサイクル法
（平成17年1月
施行）

小型家電
リサイクル法
（平成25年4月
施行）

全体目標

リサイクルのイン
プット（仕向け量

または率）

○家電4品目全

体の回収率目
標

○小型家電の年
間回収量

品目別または
業種別目標

リサイクルのアウ
トプット（リサイク

ル率）

○品目ごとの再
商品化実施率

○業種別再生利
用等実施率

○食品関連事業
者ごとの再生
利用等実施率

○対象品目の再
資源化率、縮
減率、排出量、
有効利用率

○シュレッダーダ
スト（ASR）のリ
サイクル率

○エアーバックの
リサイクル率

その他
（排出抑制）

○業種別発生抑
制目標値
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２ ＥＵ容器包装指令における目標設定

EU容器包装指令（Directive 2004/12/EC） EU容器包装指令（Directive 2004/12/EC） 改正案 2015.12.2発表

目標達成年 2008年末 2025年 2030年

対象 販売容器包装・グループ容器包装・輸送用容
器包装の廃棄物（産業系・家庭系の両方を含
む）。

全体目標 リカバリー※１率：60%以上
リサイクル率※2：55%以上80%未満
※1：リサイクルや熱回収を含む再生利用。
※2：廃棄物を本来の目的や別の目的（熱回収用途は除く）に再加工す
ること

リユース・リサイクル率：65％ リユース・リサイクル率：75％

素材別目標 リサイクル率 リユース・リサイクル率 リユース・リサイクル率

ガラス 60% 75% 85%

紙・厚紙 60% 75% 85%

金属 50%
鉄：75% 鉄：85%

アルミニウム：75% アルミニウム：85%

プラスチック
22.5%

（リサイクルにより再びプラスチックに戻るもののみ）
55% ＴＢＤ

木 15% 60% 75%

複合材 －

算出方法

算出方法の規定はないが、以下の通り算出。
（2013年欧州委員会へのヒアリングに基づく）

リサイクル向けに回収された容器包装ごみ量
市場に出された容器包装量

EU容器包装指令（2004/12/EC)：http://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:01994L0062-20150526

2015/12/2に欧州委員会から改正案を発表（循
環経済パッケージの一部）。
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３ ドイツ・フランス 容器包装法令の目標値

ドイツ フランス

対象 家庭及び同等の場所で発生する販売容器包装の廃棄
物。

全体：家庭からの容器包装廃棄物

素材別：欧州指令を遵守

全体目標 － リサイクル率：75％

素材別目標 リカバリー率 欧州指令を遵守

ガラス 75% 同上

紙・厚紙 70% 同上

金属
ブリキ（スチール）：70%

アルミニウム：60%
同上

プラスチック
60%

（材料リサイクル：36%）
同上

木 － 同上

複合材 60% －

目標達成年 － 全体：2020年／素材別：欧州指令を遵守

算出方法

以下の通り算出。（2013年ドイツ連邦環境省ヒアリングに基づ
く）

リサイクル向けに回収された容器包装ごみ量
市場に出された容器包装量

以下の通り算出。（2013年フランスエコ・アンバラージュヒアリン
グに基づく）

リサイクル向けに回収された容器包装ごみ量
市場に出された容器包装量

費用負担
生産者責任組織が容器包装廃棄物の回収・リサイクル
を一括で実施し、生産者が費用を負担。

自治体が容器包装廃棄物（プラスチックはボトル系中
心）を回収し、リサイクル事業者へ売却。生産者が自治
体の回収費用（回収費用と売却益の差額）の8割を負担。

フランス環境法典：
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT00000
6074220

ドイツ容器包装令：
http://www.bmub.bund.de/themen/wasser-abfall-
boden/abfallwirtschaft/verpackungsverordnung-verpackv/
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【材料リサイクルの高度化及び材料・ケミカルリサイクルの競争促進】



出典：日本容器包装リサイクル協会HP

○市町村が分別収集したプラスチック製容器包装をベール化し、再商品化事業者に
引き渡す際のベールの落札単価の推移を見ると、

⇒材料リサイクルについては、事業者による光学式選別機導入等の事業努力により、落
札単価が下落している。
（平成27年度は59,561円で平成22年度に対し20%減）

⇒ケミカルリサイクルについては、平成23年度以降、落札単価が上昇している。
（平成27年度は44,991円で22年度に対し16%増）

１ 再商品化手法ごとの落札単価
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２ プラスチック製容器包装再商品化事業者入札について

○「プラスチック製容器包装の再商品化手法及び入札制度の在り方に係る中間取り
まとめ（平成22年度入札に向けた取りまとめ）」（平成21年9月）により材料リ
サイクル優先枠（５０％）を設定。

○また「従来の優先的取扱に比して競争的な環境を導入することが必要である」と
され、優先A枠の競争倍率が1.05に設定されている。

優先枠：市町村申込量の５０％

一般枠

一般枠：市町村申込量の５０％

総合的な評価の結果に応じて配分

B 枠

A 枠
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３ 材料リサイクル優先枠競争倍率の設定と落札可能量の制限

S1 ～
S15

42％

Ｂ枠

52％

S1 ～
S15

12％

Ａ枠

Ｂ枠
67％

S1 ～
S15

8％

Ａ枠

Ｂ枠

63％

クラス ３
S1可能量（切片）

クラス ３ １５

Ｓ１可能量
（切片）

５２％

階差
（傾き）

５５％

６７％ ６３％

１０％ ５５％

平成２２年 平成２５年 平成２７年

Ａ枠

○総合的な評価の結果が相対的に高い優先事業者は、他の優先事業者に対して入札
競争上有利に働くように、落札可能量に差を設けている。

○優先される再商品化事業者とその設備能力が増加したため、競争倍率1.05を設定
するために、平成27年度では、最も評価の高い再商品化事業者でも落札可能量が
充足率63％に制限されている。
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分野
得点

項目
得点

評価項目 定義

総
合
評
価

リ
サ
イ
ク
ル
の
質
・用
途
の
高
度
化

５０
点

７.５ 単一素材化 単一素材化（ＰＥ、ＰＰ、ＰＳ、ＰＥＴ）の合計実施量

１０ 品質管理手法 社内品質管理体制が確立／実施されていること

５ 塩素濃度％
協会ガイドラインに定義された測定法による再商品化製品中の塩素
濃度％

５ 主成分濃度％
協会ガイドラインに定義された測定法による再商品化製品中の主成
分濃度％

７.５ 異物％ 再商品化製品中の異物％

７.５ 臭気評価値 洗浄度に直結する再商品化製品の臭気の定量値

７.５ 高度な利用
１回／年程度、審査委員会を開き申請用途が「高度利用」として認定
された用途に再商品化製品を利用・販売している量

減
効
果
等

環
境
負
荷
の
低

３０
点

１５ 環境負荷データ把握
各種資源の使用や排出物（排水や汚泥、その他）、および工程の環
境負荷を把握し協会に報告していること

９ 他工程利用プラの高度な処理方法
他工程利用プラ（従前の残渣）の処理におけるエネルギー利用効率
が自治体焼却施設より高いこと

６ 環境管理手法 ISO14001取得（類似の公的認定等を含む）

つ
確
実
な
実
施

再
商
品
化
事
業
の
適
正
か

２０
点

６ 使途明示 使途製品名の報告・情報公開を行っていること

４ 利用先名公表 利用事業者名の公表ができること

４ 見学推進活動 見学会を実施していること

４ 情報公開工夫 情報公開等において、独自の工夫をしていること

２ 業務改善指示の有無
実績対象期間内における「措置規定」による「業務改善指示」の有無

－ コンプライアンス確保 社内コンプライアンス確保の仕組みが整備されていること 24

４ 総合的評価の方法（平成２７年度入札）

100
点



○総合的評価の得点率は年々向上するも、近年、頭打ち。
○再商品化の適正な実施に係る項目の得点率がほぼ100％となる一方、再商品化の質
の向上に密接に関連する項目の得点率は低い。

５ 総合的評価の得点率の推移

出所：総合的評価結果より事務局作成 25

11% 5%
12%

16%0%

25%

50%

75%

100%

H22 H23 H24 H25

単一素材化

左軸：得点率 単一素材化

（％：得点率）

配点7.5点

配点20点

合計100点満点
85% 88%

91% 94%

0%

25%

50%

75%

100%

H22 H23 H24 H25

再商品化事業の適正かつ確実な実施

左軸：得点率 再商品化事業の適正かつ確実な実施

（％：得点率）



６ プラスチック製容器包装の充足率の推移

出所：公益財団法人日本容器包装リサイクル協会
説明：充足率とは協会が設備能力を調整し算出した落札可能量に対する落札量の比率。

平成19年度以降は全事業者の落札可能量が申請値の90％に調整されており、調整後の落札可能量で
算出しているため、調整されている分、充足率は高く算出されている。
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委託料換算収率50%

※

※出所 日本容器包装リサイクル協会「プラスチック容器包装に係る実証試験（H26.6）」
PP,PE等の樹脂の名称はその樹脂が主成分と考えられる混合物を示しており、純粋な樹脂とは異なる。

７ プラスチック製容器包装の再商品化実施率について

○平成26年度容器包装リサイクル協会による実証によるとプラスチック製容器包装廃
棄物の組成比はPE:27%、PP:30%、PS:22％、PET:16%であり全体の95％を占める※。

○再商品化実施率は５０％とされている。

ポリエチレン ポリプロピレン ポリスチレン
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プラスチック製
容器包装廃棄物

※

再商品化実施率



● 包装の環境配慮に関する規格
JISz0130

● プラスチック廃棄物の回収とリサイクル
ISO 15270

● 包装由来ＰＰ及びＰＥ樹脂に関する規格
ISO 18263

● 品質マネジメントシステム（JISQ9001）
分野別（再生プラスチック）指針（JIS 策定中）

● 再生材の利用に関する規格
・再生プラスチック製の杭、棒等（JISk6931）
・再生プラスチック製の標識杭（JISk6932）
・クーラーボックス（JISs2048）
・パレット（JISz0606）
・再生プラスチック製雨水升（JISa5731）
・車止め、中央分離帯、定規 等

再生材利用のための基盤整備

８ リサイクルに係る規格について
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品質管理（ISO9000等）

コンパウンド事業者
樹脂成形加工事業者

再商品化事業者 再生樹脂
分別基準適合物

品質水準（ISO18263等）

再生材利用製品

・品質が安定。
・コンパウンドの工程管理が行いやすい。
・成形加工も行いやすく、歩留まりは悪化しない。
・品質の水準が高ければ、それに応じた価格で購入することも可能。
・バージン樹脂との代替率が高ければ、環境特性も向上。

【品質管理＋水準表示】

９ 品質管理（ISO9000等）と品質水準（ISO18263等）について
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表示

記述
ブロック
（任意）

識別ブロック

国際規格
番号ブロック

個別項目ブロック

データ
ブロック1

データ
ブロック2

データ
ブロック3

データ
ブロック4

データ
ブロック5

▼ISO18263-1に基づく包装由来PP及びPEのリサイクル材の仕様の表示の標準化パターン

データブロック1 PP及びPEの混合リサイクル材の組成の識別

データブロック2 色及び形状

データブロック3 使用しない（リサイクル材に含めれる充てん材または強化材の形状・含有量）

データブロック4 特性（MFR、密度）

データブロック5 追加的情報（任意）

▼各データブロックの表示事項

１０ 包装由来ＰＰ及びＰＥのリサイクル材の仕様に関する規格の概要①

○2015年9月に包装由来のPP及びPEのリサイクル材の仕様及び表示に関するISO規格
ISO 18263-1が発行。

○PP及びPEの混合リサイクル材の基礎仕様の方式を定めるものであり、具体的に
は、組成・メルトマスフローレート（MFR）・密度・色の特性のレベルに応じて表
示方法を定めている。

○なお、ISO18263-2は、試験片の作成および特性の測定を定めている。
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▼データブロック1
コード 組成：PP(REC)+PE(REC)

PP-M1(REC) 100%＞PP(REC)≧85%

PP-MPO(REC) 85%＞PP(REC)60%

MPO(REC) 60%＞PP(REC) ＞40% または 60%＞PE(REC) ＞40%

PE-MPO(REC) 85%＞PE(REC) ≧60%

PE-M1(REC) 100%＞PE(REC) ≧85%

コード 材料の色 コード 形状

C 着色 G1 ペレット

N 自然色 G2 フレーク

G3 ビーズ

D パウダー

▼データブロック2

▼データブロック4
コード MFRの範囲（g/10分） コード 密度の範囲

010 ＜1 91 ＜0.92

020 1≦、ただし＜3 93 0.92≦、ただし＜0.94

045 3≦、ただし＜7 95 0.94≦、ただし＜0.96

105 7≦、ただし＜4 97 ≧0.96

160 14≦、ただし＜20

250 20≦、ただし＜30

300 ≧300

１１ 包装由来ＰＰ及びＰＥのリサイクル材の仕様に関する規格の概要②

○各データブロックの表示方法は以下のとおり。
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【ペットボトル等の店頭回収における廃掃法上の位置付け】

各都道府県・政令市廃棄物行政主管部（局）長 宛 平成２８年１月８日

店頭回収された廃ペットボトルなどの再生利用の促進について（環境省通知）
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